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は じ め に

今年 は統一地方選挙の年であったが,選 挙の前年頃か ら現在 に至るま

で,地 方議員の数を減 らすべきという主張が政府関係者 ・地方議員自身 ・

メディアなどか らあがっていた。その一例として内閣府の諮問機関である

地方分権改革推進委員会において,平 成19年5月15日 開催の委員会で猪瀬

直樹委員が 「市議会議員は半分要らない」と発言するなど,地 方議会 ・地

方議員の現状に対する不満や批判は多いω。そうした批判において主張さ

れることは,地 方議員の数は(単 純に)多 すぎる,諸 外国と比べて報酬が

高すぎる,活 動が低調なので現在の議員数は必要ない,な ど様々である。

こうした状況の中での今年の統一地方選挙では多 くの自治体が議員定数を

削減 してお り,現 在は1980年 代半ばに次 ぐ2度 目の大きな議員削減の時期

(1)『 朝 日新 聞』 平 成19年5月16日 。

一65一



近畿大学法学 第55巻第2号

であるといわれている(2)。

本稿ではこうした地方議員の定数削減といった昨今の動向に対 して,主

として市町村レベルの議会を念頭に置きながら2つ の視点か ら検討を加え

る。一つはこうした議員定数の削減という主張がどのような背景と歴史的

経緯を持 っているのかについての検討である。 もう一つは実際の自治体に

おける定数の現状 と,ど のような条件の自治体 において議員定数が多 く

(少なく)設 定 されているのかについての検討である。また各市町村にお

いて議員定数 と関連を持つ要因を検討することを通 じて,議 員定数を削減

すべきといった主張の意図がどの程度現実と適合 しているか,あ るいはど

の程度そうした主張が妥当性を持つのかについても検討 したい。

1。 地方議会の定数に関わる制度

本論に入る以前に地方議会の定数についての法律上の規定を確認する。

地方議会の議員定数について定めているのは,地 方 自治法第90条(都 道府

県議会)第91条(市 町村議会)で ある。議員定数の定め方は,平 成11年 の

地方自治法改正の際に大きく変化 した③。

地方自治法の制定以降平成11年 の法改正までは,地 方議会の議員定数は

自治体の人口に応 じて同法90条(都 道府県)・91条(市 町村)に 定め られ

ていた。 またそれぞれの条文には条例によって定数を削減することができ

ると定め られていた。このために自治体が議員の定数を変更する場合に

は,地 方自治法に定められる標準(法 定定数)か ら議席を削減する条例

(2)加 藤幸雄 「最近 の市議 会の議員 定数 の状 況」『地方財 務』2006年11月 号,p.

28.

(3)た だ し施行 は統一地方選挙 の年 に合わせて平成15年1月1日 とな ってい る。
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(減数条例)を 制定 し,自 治体ごとの定数(条 例定数)を 定めるとい う方

式をとっていた。

これに対 して平成11年 の法改正以降,地 方 自治法90条 ・91条では議員定

数を条例で定めるように規定しており,人 口に応 じた議員定数の上限のみ

を示すように変わっている。各自治体は条例によって法律に定められた上

限までの範囲内で任意に議員定数を設定する。 この法改正によってそれ以

前の法定定数 ・減数条例 といった概念は消滅 した。また法改正に伴 って,

同 じ人口規模でも法定定数よりも上限数の方が少ない数になっている。た

だ しこの法改正に伴 って各自治体の議会の議員定数が大きく変わったとい

うことはな く,す でに各 自治体が条例定数によって定数を削減 していた状

況をふまえて上限を下方修正 したとみるのが妥当であろう。また法定定数

方式からの変更には,定 数は条例で定め,国 が定数を示す場合にも標準的

なものにとどめるべきであるといった議長会三団体か らの要望 も反映され

ていると思われる(4)。表1は 市町村議会の人口別議員定数についての新旧

の規定を対照 したものである。

また直接に議員定数について定めた規定ではないが,定 数に影響するも

のとして常任委員会についての規定(地 方 自治法109条)が あった。同条

では 「普通地方公共団体の議会は,条 例で常任委員会を置 くことができる」

と定めており,議 員の委員会所属について もかつては 「議員は,そ れぞれ

一箇の常任委員 となる」 と規定 していた(109条2項) 。このような規定の

下では,議 員の定数 と常任委員会の数は相互にその規模の制約となる。こ

のため地方議会が複数の常任委員会を持つためには,そ れに応 じた議員数

が必要 となっていた。 この規定は平成18年 の法改正によって 「議員は,少

(4)分 権改 革の過程 での地方議会に関わ る議 論については,駒 林良則 『地方議会

の法構造』成文堂,2006年,第4章,を 参照。

一67一



近畿大学法学 第55巻第2号

ることを提言すると同時に,地 方自治体の行政改革の指針となるべき 「地

方行革大綱」を国が制定するよう求めている(6)。この答申に基づいて昭和

60年1月 に作成された地方行革大綱には7つ の重点事項があり,地 方議会

の合理化も組織 ・機構の合理化や給与の適正化 とならんで重点事項の一つ

とされた。地方行革大綱に基づいた自治体 レベルの行政改革によって,昭

和63年10月 時点で14府 県・958市町村で議員定数の削減が行われ,減 員比率

は22.7%と なっていることが報告 されている(7)。

地方制度調査会はこの後 も数次にわたって組織されているが,地 方議会

について言及した答申としては,第22次 地方制度調査会が小規模町村にお

ける町村総会の活用を提言 したものと,第26次 地方制度調査会が分権改革

後の地方制度について答申した中に地方議会の機能強化が提言されている

ものの2つ だけである。地方制度調査会における地方議会の合理化につい

ての論議は,主 として臨調 ・行革審といった行政改革に特化 した諮問機関

の活動が本格化する前の期間に行われたものである。そこでは住民の代表

機関であって厳密には行政組織には含まれない議会の組織や運営について

も,効 率 ・合理化といった観点か ら行政組織と同一視 したうえで同種の改

革が求められているが,行 政改革の一環としての議会改革という枠組みは

これ以降の地方議会改革に継承されていく。

(2)第 二臨調における地方議会についての議論

昭和56年 に総理府の附属機関として発足 した臨時行政調査会(第 二臨

調)は,昭 和58年 までの2年 間で行政改革に関する5回 の答申を内閣総理

(6)同 上,p.648,p.654.

(7)臨 時 行 政 改 革 推 進 審 議 会 事 務 室 監 修 『「地 方 の 時 代 」 の 新 展 開 一 新 行 革 審 答

申』 ぎ ょ うせ い,1990年,pp.152-154.
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大臣に提出 している。第二臨調の目的は 「増税なき財政再建」のために行

政全般 における支出削減とスリム化の方策を提言することであり,国 の行

政活動のみならず地方 自治の領域をも改革の対象に含めていた。

第二臨調の答申のうち,行 政改革全般について課題を示 した第1次 答申

では,地 方の行政改革では職員の定員 ・給与の管理を強調 しているが,議

会についての言及はない。地方議会について言及 したのは,昭 和57年7月

30日 に提出された第3次 答申 「基本提言」である。基本提言の第4章 「国

と地方の機能分担及び地方行財政に関する改革方策」に 「地方行政の減量

化,効 率化」という項目があり,そ の中で地方議会の合理化についての言

及がある。その内容は,地 方自治体全般と同様に地方議会においても運営

の効率化が必要であ り,① 議員定数については減数条例による削減を評価

しつつも一層の簡素化を要望 し,さ らに定数削減の状況をふまえて法定定

数の見直 し(減 少の方向で修正)を 行う,② 議員報酬を適正な水準に抑制

する,と いうものである⑧。 この二点については最終答申において も地方

行政の徹底 した減量化として繰 り返されている⑨。

国の財政支出の削減のためには,国 から巨額の財源の移転を受けている

地方財政における支出削減が必要であり,議 会についても行政機関と同様

に財政上の見地から効率化 と減量化を求めるというのが第二臨調の立場で

あった。このような考え方は臨調の後身ともいえる行革審に継承されるこ

とになる。

(8)臨 時行政調査会事務局監修 『臨調

年,P.93.

(9)臨 時行政調査会事務局監修 『臨調

年,p.112.

基本提言』 行政 管理 研究セ ンター,1982

最終提言』行政 管理 研究セ ンター,1983
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(3)行 革審における地方議会についての論議

臨時行政改革推進審議会(行 革審)は,第 二臨調から行政改革の推進 と

いう課題を引き継いで昭和58年7月 に発足した。行革審は昭和58年 の第1

次から平成5年 に解散 した第3次 までにわたり,臨 調答申に基づく行政機

構の改革の状況を検証することと並行して,存 続期間中に多数の意見 。答

申を首相に提言している。

第1次 行革審(昭 和58年7月 ～61年6月)は 昭和59年7月 に 「当面の行

政改革推進方策に関する意見一国の行財政改革 と地方行革の推進」におい

て,自 治体職員の定員 ・給与の適正化や業務の民間委託などと並んで,

「地方議会の合理化」という項 目を設けている。そこでは臨調基本答申以

降の定数削減 ・報酬の適正化 といった各自治体の合理化の状況を評価 しつ

つも,「なお一層の合理化が図られるよう期待する」 とされ,ま た 「国に

おいては,地 方議会の議員の法定定数について,地 方自治の本旨と議会の

機能に留意 しつつ,今 後その見直 しを検討する」とも提言 されている⑩。

第1次 行革審は最後の答申である 「今後における行財政改革の基本方向」

(昭和61年6月)に おいても,「自主的に議員定数及び議員報酬の見直 しが

行われるよう期待す る」「国においても,今 後の課題 として法定定数の見

直 しを検討する」と,上 記の意見と同様の主張がなされているω。

第2次 行革審(昭 和62年4月 ～平成2年4月)で は,平 成1年12月 に

「国と地方の関係に関する答申」が出されている。 この答申の 「地方議会

への住民の関心の喚起等」という項目では,会 議の公開 ・議事録の公開,

休日 ・夜間の議会開催などの方策で議会活動に対する住民の関心の喚起 と

ω 臨 調 ・行 革 審OB会 監 修 『臨 調 行 革 審

研 究 セ ン ター,1987年,p.440.

aD同 上,p.663.

行政 改革2000日 の記録 』行政管理
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ならんで,「臨調答申等の指摘に沿って,引 き続き,議 員定数及び報酬の適

正化を推進する」 という記述があり,依 然 として議会の合理化が関心事 と

なっている。だが答申中には 「住民の参加 と監視の機能の充実は,行 財政

改革推進の見地のみならず,地 域行政の活性化にとって欠かせない。監査

委員や議会の機能 も,ど の本来の役割にふ さわ しく発揮 されるべきであ

る」 といった記述 もあり,臨 調 ・第一次行革審の答申と比較すると合理化

と支出の削減ばかりを強調する内容ではなくなっている⑫。

行革審における地方 自治関係の論点は,第3次 行革審(平 成2年10月 ～

平成5年10月)で は地方分権へと変化 していく。第3次 行革審においては

答申全般の力点は行政のスリム化よりも規制緩和に置かれていた。地方自

治に関する論議 も地方分権特例制度(い わゆるパイロット自治体)に 集中

しており,こ のため最終答申やそこに至る過程の提言 ・答申では自治体行

財政の整理や職員 ・議員の削減は言及されていない⑱。

3次 にわたって行革審が活動 した10年 間で,地 方自治体は給与の管理 ・

議員の削減を相当程度実現 した。職員給与についてはラスパイ レス指数が

低下 し,議 員定数については前述のように法定定数から2割 強が削減され

るといった成果を行革審も認めており,1970年 代後半に登場 してきた地方

議員の削減という課題は1990年 代になるとそれほど強 く主張されなくなっ

た。

(4)地 方分権推進委員会における論議

地方分権推進委員会は平成7年7月 に発足 し,90年 代末の分権改革で実

⑫ 臨 時行政改革推進審議会事務室監修 『行革審 ・全仕事』 ぎ ょうせ い,1990年,

pp.268-271.

⑱ 臨 時行政 改革推進 審議会事務 室監 修 『第三次行革審提言集 新時代の行政改

革指針』行政管理研究 セ ンター,1994年 。
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現されるべき具体的な内容について審議 し,平 成8年 から13年の間に5次

にわたる勧告を行った諮問機関である。地方分権推進委員会の議論は地方

自治のあらゆる分野に及んでいるが,そ の中で議会についての議論は第1

次勧告 ・第2次 勧告の中に含まれている。

第1次 勧告(平 成8年12月)に おいては,第2章 「新たな地方 自治制度

の枠組み」の中で,地 方公共団体の組織等に関す る規定の見直 しの一環 と

して,議 員定数に関わる地方 自治法の規定を今後の地方議会のあり方の検

討とあわせて見直すことが提言されているae。この提言は合理化の文脈で

はな く,規 制を緩和 して自治体の自主性を尊重する,あ るいは地方の実情

に合わせて組織を柔軟に設定するという文脈の中に位置する。

だが第2次 勧告(平 成9年7月)で は,議 会について言及する際の文脈

はやや変化する。第2次 勧告の第6章 「地方公共団体の行政体制の整備 ・

確立」のIV「地方議会の活性化」では,議 会の機能強化,議 会の組織 ・構

成,議 会の運営の3つ の項 目が検討されているが,そ こでは議会の権限拡

大や議会の夜間休 日開催 といった柔軟化の文脈か らの提言とならんで合理

化の文脈からの提言 もなされている。一つは委員会数の抑制であり,も う

一つが議員定数についてのものである。議員定数については,「国は,議 員

定数について,地 域の実情等に応 じた組織 ・構成の見直 しが弾力的に行え

るよう,人 口段階を大括 りにするなど,基 準の一層の弾力化を図る。なお,

この基準の見直 しに当たっては,減 数条例の制定状況を十分に勘案する。」

と記述 されている⑮。ここでは自治体がより柔軟に定数を設定可能なよう

に制度を変更するよう主張されているが,実 際には減数条例による定数の

Oの 地方分権推進委員会事務局編 『地方分権推進委員会第1次 勧告』ぎょうせい,

1997年,pp.36-37.

⑮ 地方分権推進委員会事務局編 『地方分権推進委員会第2次 勧告』ぎょうせい,

1997年,pp.121-124。
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減少状況を考慮に入れることで,定 数の基準は弾力化されると同時に下方

修正 されることになる。 このように,地 方分権推進委員会の提言は全体 と

しては自治体の権限拡大や自治体行政の柔軟化を志向しているものの,柔

軟化の向かう先 としてはスリム化 ・合理化 もありうることが勧告内容か ら

は読み取れる。

(5)三 位一体改革とそれ以降の議論状況

1990年代末の地方分権改革によって国と地方の役割分担が変化 した後の

地方 自治の重要問題は,権 限 ・財源の地方への委譲と地方 レベルでの行政

改革を同時進行で行 うことであった。平成13年7月 に地方分権改革推進会

議が総理大臣の諮問機関 として設置されたが,そ の答申では地方の自由度

の拡大 ・権限委譲 と行財政のスリム化がセ ットで主張されている⑯。

議会についての意見では定数について,人 口減少や財政事情をふまえる

必要があるとしつつ も,同 時に多様な住民意思の反映や専門性の確保のた

めには一定以上の規模が必要であるとも述べ られてお り,自 治体は諸事情

を勘案 しつつ適正な議員定数を設定すべきであるというのが答申の内容と

いうことになる。こうした玉虫色の提言よりも実際の自治体の定数設定に

影響 しているのは,財 政制度の改革に関わる提言部分であったと思われ

る。2000年 代前半にはいわゆる三位一体改革として税財政システムの見直

しが行われたが,そ れに関連 して地方分権改革推進会議は 「三位一体の改

革についての意見」(平 成15年6月)に おいて地方歳出の削減と交付税総

額の抑制を提言 した。その後の三位一体改革の進行の過程で,実 際に小泉

⑯ 地 方 分 権 改 革 推 進 会 議 の活 動 状 況 や答 申 内容 につ い て は,内 閣府 ホ ー ム ペ ー

ジ にあ る議事 録 や意 見 書 な どを 参照 。http://www8.cao.go.jp/bunken/index.

html
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内閣は交付税総額の削減 と臨時財政対策債の抑制を行 ってお り⑰,国 か ら

の資金移転が減少 したことで自治体は歳出削減への取 り組みを強いられる

ことになった。従来の諮問機関の答申は地方行革を求めることはあって も

交付税の削減 といった措置までは踏み込んでいなかったのに対 し,地 方分

権改革推進会議の提言では議会についての部分よりも財政に関わる部分が

議員の削減などを間接的に規定 したことになる。

地方自治関係の諮問機関としてはこの後に地方分権改革推進委員会が平

成19年4月 に設置されているが,ま だ勧告 ・意見の提出には至 っていな

い。これまでの委員会の審議の過程で地方の行財政改革は重要問題として

しばしば言及されてお り,職 員の削減と並んで議会のスリム化についても

本稿冒頭の猪瀬委員の発言や,夜 間議会の開催や請願や公聴会による議会

機能の一部代替などの意見が出されている⑱。ただ し国の機関が自治体の

改革・スリム化のための案を作成 しそれを地方に実行させるという図式は,

地方分権の推進という意図とは矛盾 しており,勧 告 ・提言を作成する際に

分権と改革の推進をどのように矛盾な く構成するのかは注目される。

3.奈 良 。大阪の市町村 における議員定数の動向

以下の部分では奈良県 ・大阪府の市町村を事例 として,各 市町村の議員

定数に関わる動向と定数の相対的な規模に関わる要因について検討を行

う。奈良県と大阪府の市町村を事例 として選択 した理由は,両 府県では市

⑰ 北 村 亘 「地 方 税 財政 」 村 松 岐 夫編 『テ キ ス トブ ッ ク地 方 自治 』 東 洋 経 済 新 報

社,2006年,pp.141-144.

⑱ 地 方 分 権 改革 推 進 委 員 会 に つ い て は 内 閣府 ホ ー ム ペ ー ジ にあ る委 員 会 開 催 状

況 や 議 事 録 な ど を 参 照 。http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/

iinkai-index。htm正
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町村合併が進んでいないために,議 員定数に関連 ・影響する要因について

考える際に合併の影響をそれほど考える必要がなく,同 時に市町村数が多

いために2府 県で一定程度のケース数を確保できることである。まず奈良

における直接請求の動きをみることで現在の地域における地方議会 ・地方

議員に対する住民の意識をみた後に,2府 県の市町村の特性と議員定数の

関係を分析する。

(1)奈 良県下における定数削減運動

2007年 の統一地方選挙に先だって,各 地で地方議会の定数を減らすよう

条例を改正する動きがみられた。定数削減の背景としては自治体財政の悪

化,地 方交付税交付金の減少による自治体の予算規模の縮小が存在する。

予算規模が縮小されると,ほ とんどが人件費から構成され固定的な支出で

ある議会費が予算全体に占める割合は相対的に上昇することになるが、議

会関連の支出を削減するためには議員数を減 らすか議員報酬を低 くするか

のどちらかを行うしかなく,そ のために議会選挙に先だって定数の削減を

行う自治体が出てくることになる。

だが実際には議員を削減することによる財政の改善はほとんど期待でき

ない⑲。議員定数の削減が意味を持つのは,一 つには悪化する自治体財政

に対 して改善の努力をしているという象徴的な次元においてである。 もう

一つには
,議 員の削減によって改善できる金額は自治体予算のO.1%以 下

であったとしても,住 民の一般的な金銭感覚か らみればそこで節約できた

数百万円の予算は大金であり,そ れを他の施策に使うな り公債費に充てる

なりすべきという主張は当然ありうる。これ らの点に関連 して,条 例の改

⑲ 河村和徳 「議員定数削減 に関す る計量分析」『法学政治学論究』第29号,1996

年,pp.410-411.

一77一



近畿大学法学 第55巻第2号

定は議会内部のイニシアティブによる場合が多いが,自 治体によっては住

民が議員定数の削減を求める直接請求を行う場合も観察される。

奈良県においても,2007年 の統一地方選挙に際 して多 くの市町村が条例

を改正 して議員定数を削減 した。奈良県内では23市町村で議会が改選され

たが,そ のうち19市 町村で条例を改正 して合計44議 席を削減 している。定

数削減の背景には,奈 良県では市町村合併がほとんど進行せず小規模な自

治体が残 っていること,そ れらの自治体が三位一体改革による交付税の減

少の影響を大きく受けていることがある。定数の削減に関 しては議会が自

主的に行 う場合が大半であるが,そ れに加えて橿原市と河合町で議員定数

の削減を求める直接請求が住民によって行われている⑫①。

橿原市においては市議会の定数を26か ら21に5議 席減 らすように求める

住民グループ 「市議会議員定数を減 らす会」が平成18年7月 末か ら直接請

求のための署名活動を開始 した。市選管による署名簿の審査を経て,同 グ

ループは10月 に6411名 分の署名とともに条例改正案の直接請求を市長に対

して行った。 この署名数は直接請求に必要な住民の1/50と いう数の約3

倍である。同月請求内容について審議するために臨時議会が開かれ,橿 原

市長は定数については議会の自主的な判断にゆだねる旨の意見書を添えて

付議 した。議会は請求内容については10月末に継続審査を議決 し,そ の後

の定例会でも賛否を明らかにしない議員が多数を占め,継 続審査の状態が

続いている⑳。これに対 して住民 グループ側は県内の他の自治体の定数や

給与の実態を調査するのと並行 して定数削減を主張 し続けている。

河合町で議員削減の直接請求が提出された背景には,河 合町を含む地域

⑫① 以下 の部分 の記述 は,朝 日新 聞の地方版 および奈良新聞の記事 に基づ く。

⑳ 橿原 市議 会が請求 に対 して事実上の先送 りを続 けることが可能なの は,議 会

の任期 が平 成21年2月 まであ るために,早 急に結論を出す必要がな いことにも

よる。
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で市町村合併が実現 しなかったことがある。平群町 ・三郷町 ・斑鳩町 ・安

堵町 ・上牧町 ・王寺町 ・河合町の7町 は,平 成15年6月 に合併協議会を設

置 し,平 成17年3月 末の合併を目標とすること,名 称は 「西和市」とし現

在の王寺町役場を合併後の市役所所在地とすることなどを決めていた。合

併協議の過程で,合 併推進派の議員や住民は小規模な自治体を統合するこ

とで適切な規模の自治体となり,行 政機構の効率化や施策の広域化が可能

になることを強調 した。それに対 して合併反対派は各町の行財政の状況が

かなり異なっており一部の町で累積 した公債を新市全体で負担 しなければ

ならない,合 併によって行政サー ビスが旧町の中で最も低い水準で平準化

される,あ るいは歴史ある町名が消滅するなどの理由を挙げて反対 した。

平成16年12月5日 には合併の是非を問う住民投票が王寺 ・斑鳩 ・平群の3

町で実施され,王 寺町 ・斑鳩町では賛成を反対が大幅に上回った。住民投

票後の12月21日 に王寺町と斑鳩町は合併協議会からの脱退を表明し,合 併

'協議会自体 も平成17年2月 末に解散された
。

合併の失敗を契機として,7町 の議会では定数の削減が議題に上 ってく

る。その背景 には,7町 の議会の定数は合計108(法 律上の上限の合計は

162)で あるのに対 して,仮 に合併で西和市ができていれば議会の定数は

法律による上限で も34で しかないといった事情が存在した。平成18年 のう

ちに5町 が条例を改正 して議員定数を削減 した。削減数は斑鳩町が1議

席,三 郷町 ・安堵町が2議 席,上 牧町は4議 席である。事例の河合町では

平成18年3月 か ら定数についての検討を開始したが,11月 の全員協議会で

の採決では現状維持が過半数を占め条例改正を行わないことが一度は決

まった。この結果に不満を持つ住民グループが,定 数を3議 席削減する条

例改正案を町長が提出することを求める直接請求をめざして署名活動を開

始 した。その結果議会の態度が変化 し,12月 議会で急遽2議 席削減案を議

員提案によって提出 ・可決 した。だが条例改正後も住民 グループはあくま

一79一



近畿大学法学 第55巻第2号

でも3議 席減を求めて署名活動を続け,平 成19年1月 に全住民の27%に あ

たる5,222名分の署名を集めて町長に直接請求を行った。直接請求による

条例改正案は同月の町議会臨時会で審議されたが賛成少数で否決され,議

会が12月 に決定した2議 席減の定数で4月 に町議会選挙を行 った。

橿原市における直接請求では,議 員の削減の理由として経費の節減と財

政改革が挙げ られ,議 員を5人 減 らすことで年間5,000万 円の歳出減とな

ると主張されていた。また議会の総人件費が類似規模の自治体中で全国に

3番 目に高いなども理由に挙げられていた。河合町の場合にも,7町 合併

が失敗 したことで,合 併に代わる経費節減の方策として議員定数の削減が

主張されている。そこでは議会 ・議員が住民の代表機関であり,議 員数の

減少は住民からの多様な意見や利害を自治体に反映させる機会の減少で も

あるといった考え方はみられない。むしろ自治体の行財政の改善の一環と

して地方議会 も合理化すべきであるといった,か つての臨調と類似 した発

想が,「議員らも町民同様の痛みを分かつべき」⑳といった昨今の 「構造改

革」的なレトリックで表現されていることが注目される。

これら2つ の直接請求の事例は,議 会を住民の代表機関としてではな く

単に自治体を構成する一組織としてとらえ,財 政上の観点からその合理化

を求めるといった考え方が,現 在では住民の間にも定着 しつつあることを

示 していると思われる⑳。

⑳ 河合町での住民 グループの主 張。 『奈良新 聞』2006年12月14日 。

㈱ ただ し地方 自治体を主 と して行政サー ビスの側面か らのみと らえるような見

方が一般的な 日本人の感覚か も しれず,そ う した感覚か らは行政組織 ・議会 を

問わず行 財政 の改革 を中心 とす る視 点 を持 つ ことは当然 の ことと も考 え られ

る。
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(2)議 員定数の概観と定数設定に関わる要因

以下の部分では大阪府内 ・奈良県内の市町村議会の議員定数その他の現

況と,議 員定数に影響を与えていると思われる要因について検討する。

表2は 奈良県内の,表3は 大阪府内の市町村別の議員定数,法 律上の定

数の上限,実 際の定数と法律上の上限の比率(以 下 「定数上限比」と呼ぶ)

の一覧である。上限と同じだけの定数を設定 している自治体は存在せず,

どの自治体も程度は異なるものの上限より少ない定数を定めている。以下

の部分では主 として定数上限比を用いて,議 員定数と自治体の様々な要因

の間の関係について考察する。

それぞれの自治体がどのように定数を設定 しているかに関係す る要因

と,そ れが定数に及ぼす影響としては,以 下のようなものを想定すること

ができる⑳。

①人口 市町村の人口が定数に与える影響については,相 反する2つ の

場合が考えられる。一つ には,市 町村の人口が多 くなればそれだけ議員数

も増加するので,単 純に数か らみて議員が多すぎるとみなされる場合が考

えられる。この場合には人口が増加するほど定数上限比は低下するであろ

う。 もう一つの可能性としては,人 口が少ない市町村ほど議員一人あたり

の有権者数 も少なくなり,自 治体の規模に比較 して議員数が相対的に多い

と見なされる場合がある。この場合には人口が少ないほど議員の削減が行

われ,定 数上限比は低下することになる。

⑳ 定数 に影響す る要 因につ いては,河 村前掲論文,井 田正道 「市議 会議 員定数

に関す る分析」『政経論叢』第74巻 第1・2号,2005年,を 参照。 なお井田論 文

で は定数を説明変数 と しているが,定 数 は自治体 の人 口規模 に規定 されるため

削減の程度 を調べ るとい う本稿 の目的 には適 していないので定数上 限比 とい う

指標を用 いることと した。河村論文 では同様 の数値 に 「削減率」 とい う用語 を

用 いて いるが,法 定定数制度で はない現状 ではこの用語 は不適 当であるので使

用 しなか った。
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表2奈 良県内市町村の議員定数

条例による
議員定数

法定上限 定数上限比

奈良市 44 46 0,957

橿原市 26 34 0,764

生駒市 24 34 0,706

大和郡山市 24 30 0.8

香芝市 20 30 0,667

天理市 20 30 0,667

大和高田市 18 30 0.6

桜井市 16 30 0,533

宇陀市 22 26 0,846

五條市 18 26 0,692

葛城市 18 26 0,692

御所市 15 26 0,577

広陵町 16 26 0,615

田原本町 16 26 0,615

斑鳩町 15 26 0,577

上牧町 12 26 0,462

三郷町 13 26 0.5

王寺町 14 26 0,538

平群町 14 26 0,538

大淀町 12 22 0,545

河合町 13 22 0,591

吉野町 14 18 0,778

川西町 12 18 0,667

安堵町 12 18 0,667

高取町 12 18 0,667

三宅町 10 18 0,556

下市町 10 18 0,556

明日香村 10 18 0,556

山添村 10 14 0,714

十津川村 12 14 0,857

東吉野村 8 14 0,571

御杖村 8 14 0,571

曽爾村 8 14 0,571

川上村 8 12 0,667

天川村 10 12 0,834

下北山村 8 12 0,833

黒滝村 7 12 0,583

上北山村 7 12 0,583

野迫川村 7 12 0,583
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表3大 阪府内市町村の議員定数

条例による
議 員定数

法定上限 定数上限比

大阪市 89 96 0,927

堺市 52 56 0,929

東大阪市 46 56 0,821

枚方市 34 46 0,739

豊中市 36 46 0,783

高槻市 36 46 0,783

吹田市 36 46 0,783

八尾市 32 38 0,842

茨木市 32 38 0,842

寝屋川市 32 38 0,842

岸和田市 28 38 0,737

和泉市 26 34 0,765

守口市 22 34 0,647

門真市 22 34 0,647

箕面市 25 34 0,735

大東市 17 34 0.5

松原市 20 34 0,588

富田林市 20 34 0,588

羽曳野市 20 34 0,588

河内長野市 20 34 0,588

池田市 24 34 0,706

泉佐野市 21 30 0.7

貝塚市 22 30 0,733

摂津市 23 30 0,767

泉大津市 18 30 0.6

交野市 18 30 0.6

柏原市 18 30 0.6

藤井寺市 18 30 0.6

泉南市 20 30 0,667

高石市 17 30 0,567

大阪狭山市 16 30 0,533

阪南市 20 30 0,667

四條畷市 17 30 0,567

熊取町 18 26 0,692

島本町 16 26 0,692

豊能町 18 26 0,692

岬町 16 22 0,727

忠岡町 14 22 0,636

河南町 14 22 0,636

太子町 14 22 0,636

能勢町 14 22 0,636

田尻町 13 18 0,722

千早赤阪村 10 18 0,556
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また人口の規模だけではなく,市 町村の面積や人口密度も議員定数と関

係がある可能性がある。地方議員が事実上自治体内部の特定の地域を代表

する存在であることを考えると,同 じ人口規模でも面積が広 く人 口密度が

低い市町村の方がより多 くの議員が必要とされるとも考えられる。逆に人

口密度の高い市町村は地域の代表という観点からは,相 対的に少ない議員

でも問題はないと考え られる。

②自治体の財政状況 議員を削減する理由として主張されるのが自治体

財政の厳 しさである。ただ しこれまでにみたようにそのような主張は主観

的な側面が強いし,実 際には議会関連の支出が自治体予算に占める比率は

きわめて小さいために,客 観的にみると定数の削減は自治体財政の改善に

きわめてわずか しか貢献 しない。 このように定数削減の財政上の効果は限

定的であるが,そ れでも財政状況が厳 しい市町村ほど議員についても削減

圧力が強 く,そ のために定数がより少なくなっている可能性がある。

③議会関係の支出 前項の財政状況 とも関連するが,議 会に関する支出

自体が議員定数に影響を与えている可能性がある。議会関係の支出として

検討対象となるものは,予 算の中の議会費と議員報酬である。財政の改善

という観点からは,議 会費が一般会計予算に占める比率が高い自治体ほど

議員を削減する動機を持ち,議 員定数を少なめに設定すると思われる。

議員報酬 と定数の関係については2通 りの可能性が考え られる。考え ら

れる一つの場合は,議 員報酬が高い自治体ほど議会関係の総支出を抑制す

るために定数を減 らす という可能性である。またこれとは逆に議員報酬が

高い自治体は支出削減の手段として報酬カットなどの手段も可能であるの

に対 して,報 酬が低い自治体は報酬額を現状よりも引き下げることが難 し

いために,議 員報酬の低い自治体の方が歳出削減の手段として定数削減を

行 う傾向があると考えることも可能である。

④合併の有無 合併によってできた市や他の自治体を編入 した市は,合
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併を経験 していない市町村に比べて相対的に議員定数が大きくなることが

予想 される。その原因の一つは議員定数に合併特例が認められることであ

るが,現 行の合併特例法では最大で法定上限の2倍 の定数を合併から4年

間設定することが可能である。定数の上限が緩和される期間が終了して通

常の定数での選挙となった場合にも,過 大な定数の状態から一気に法定上

限を下回る定数を設定することは政治的に難しいので考えにくい。 このた

めに合併を経験 した市は法定上限に近い定数を定める傾向があると考えら

れる。また合併の中で も特に小規模な町村が隣接の市に編入される場合

に,数 的に少数派である旧町村の住民の間で自らの地域からも議員を選出

したいという欲求が往々にして存在するが,そ のためには議員の定数をあ

る程度多めに設定する必要がある。

⑤近隣自治体の動向 自治体の施策において横並びの傾向がみられるこ

とはよく観察されているOS。自治体の種々の施策にみられるのと同様に,

定数の設定についても地理的に近接する自治体や同程度の規模の自治体の

状況が,自 治体が旧制度の下で減数条例を制定 したり,現 在の定数条例を

作成 したりする際に影響 していることが考えられる。

(3)諸 要因と議員定数の関係

以下ではまず数量的に把握できる要因と議員定数との関係を検討する。

議員定数の状況を表す指標として用いるものは定数上限比である。人口に

関わる変数としては,平 成18年10月1日 現在の自治体人 口と人 口密度を使

用する。財政状況についての変数としては,自 治体の全般的な財政状況を

示すものとして各市町村の財政力指数(平 成17年 度),財 政の逼迫度を示す

ものとして経常収支比率(平 成18年度)と 公債費比率(平 成18年 度)を 使

㈱ 村松岐夫 『地方 自治』東 京大学 出版会,1988年,pp.73-74.
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用する。議会関連支出の指標としては,各 市町村の一般会計歳出に占める

議会費の比率(平 成18年 度)と 条例に定める議員報酬の月額(条 例の金額

か ら減額されている場合には減額 された額)を 使用する。

これらの変数と定数上限比の相関をみたものが表4で ある。1%水 準で

有意な変数が人口,議 会費比率,議 員報酬であり,5%水 準で有意な変数

が人口密度と財政力指数である。

①人口 人口と定数上限比には正の相関があり,人 口が増加すると定数

上限比も大きくなるといった関係が観察された。だが市町村合併を行 うと

人口と定数がともに増えるので,分 析の結果には合併の効果 も合成されて

いることが予想される。 しかしながら合併によって発足 した2市 と他の自

治体を編入した2市 を除外 した場合にも,人 口と定数上限比の相関係数は

0.446(1%水 準で有意)で あり,合 併の効果を除外 して も人口と定数の

間には相関があることがわかる㈱。 自治体の議員数について人口別に考え

表4定 数上限比と諸変数の相関関係

変数 相関係数

人口

人口密度

財政力指数

経常収支比率

実質公債費比率

議会費比率

議員報酬

0。474**

0.222*

0.267*

-0 .131

-0 .191

-0 .423**

0。416**

*5%水 準 で有意

**1%水 準 で有意

㈱ 加藤幸雄 による全市議会 の定数 の分析 で も同様 の傾 向が観 察 されてい る。 加

藤前掲論文,p.85.
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ると,人 口の多い自治体は議員の絶対数が多いのに対 し,人 口の少ない自

治体は住民数との関連でみた相対的な議員数(あ るいは議員一人あたり有

権者数)が 多い。人口の少ない自治体で議員の削減がより進んでいるとい

うことは,規 模のわ りに議員が相対的に多いと感 じられる場合の方が議員

の絶対数が多い場合よりも削減につながりやすいということになる。また

人口密度については,人 口密度が高くなるにつれて定数上限比 も上昇する

といった予想とは逆の関係が観察 されるが,相 関係数の値 ・有意水準はと

もに高 くはない。

② 自治体の財政状況 自治体の財政状況に関わる変数は,財 政力指数以

外は定数上限比 との関係が認められないし,財 政力指数 と定数上限比の相

関もそれほど強 くはない。概 して財政の悪化という現象 と議員の削減とい

う現象の間の相関は弱 く,財 政状況が悪 くなるほどより多 くの定数を削減

するといった現象はみられない。ただし特定時点での多数の市町村の財政

状況をみるのではなく,個 々の自治体の財政状況の時系列的な変化をみた

場合に,財 政の時系列的な悪化が議員の削減につながっている可能性はあ

ると思われるが,そ の妥当性は分析で用いた変数か らは明らかにしえな

い。また財政データで表される各自治体の状況とは別に,そ れぞれの自治

体の議員や住民が自治体の財政状況が厳 しいと主観的に判断 し,定 数の削

減を実行するという可能性もある。いずれに しても,議 員の削減が主とし

て財政事情と関連づけられて主張されているにもかかわらず,財 政と定数

の間には弱い関係 しか認められない。

③議会関係の支出 議会に関わる支出のうち,議 会費比率と定数上限比

は負の相関関係にある。つまり予算に占める議会費の比率が高いほど議員

の削減が進む傾向があるというのは,両 者の関係についての予想に合致 し

ている。また議員報酬と定数上限比は正の相関関係にあり,議 員報酬が高

い自治体ほど議員の削減を行 っていない傾向があるといえる。 これは本節
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の最初に予想 したように,議 員報酬が相対的に高い自治体は議会関係の支

出を削減する手段 として報酬の抑制 という手段を取れることに関係 してい

るか もしれない。あるいは議員報酬が高い自治体は財政的にまだ余裕が

あって議員数を減 らしてまで歳出を削減する状況に至っていないという解

釈 も可能であるように思われる⑳。

議会費 。議員報酬 と議員定数の関係を考える際に留意する必要があるの

が,自 治体の人口規模である。概 して自治体の規模が大きくなるほど,予

算に占める議会費の比率は低下 し,議 員報酬は高 くなる傾向がある。逆に

小規模な自治体は議会費比率が高 く,議 員報酬は低い傾向がある。自治体

の人口と議会費比率の相関係数は一〇.471(1%水 準で有意)で あり,人 口

と議員報酬の相関係数は0.624(1%水 準で有意)と,と もに高い相関関係

がある。議会関係の支出と議員定数の間には高い相関関係がみられるが,

両者の関係を考える際には自治体の人口規模が議会費や議員報酬を規定し

ている可能性を考慮に入れる必要がある。

④合併の有無 奈良・大阪の全市町村の定数上限比の平均が0.670,つ ま

り実際の議員定数は概 して法定上限の2/3程 度であるのに対 し,合 併を

経験 した市の定数上限比の平均は0.856と,平 均よりも高 くなっている。

事例の中では合併を経験 した自治体は4市 しかないので事例 として十分 と

はいい難いが,合 併を経験 した市町村は相対的に多めの議員定数を設定す

ることが観察される。

⑤他の自治体の動向 自治体が定数を設定する際にどの程度他の自治体

の状況から影響を受けているかは,各 自治体を対象 とした事例研究によら

⑳ 事例 の自治体 における議員報酬 と財政力指数の相 関係数 は0.537(1%水 準で

有意)で あ り,財 政 状況が比較的良好な 自治体では議員報酬 も高い傾向がみ ら

れる。
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なければ明らかにできないが,多 数の自治体の条例制定過程を観察するこ

とは本稿の範囲を超えている。代わりに本稿では類似した条件を持つ自治

体の間でどの程度定数にばらつきがあるか,言 い換えれば結果としての横

並び状況を概観する。表5は 事例の自治体を人口によって分け,人 口区分

ごとに定数上限比の平均値と標準偏差を示 したものである⑳。人口区分ご

とに定数上限比の平均は相当程度異なっているが,そ の一方で区分内の各

自治体の定数上限比のば らつきは大き くはない。標準偏差の数値をみる

と,小 規模な町村では定数のばらつきが大きくなること,大 阪の市町村の

方がばらつきが小さいことなどが観察できるが,明 確な傾向は観察できな

いo

4.考 察

本稿では地方議会の定数についてのこれまでの議論の動向を概観 し,市

町村における実際の議員定数の状況とそれに関連する要因を検討 した。地

方議会の定数を削減する方向で議論が始まった契機としては臨調答申が重

視されているが㈱,政 府審議会における議会の合理化の議論はそれよりも

少 し前の大平内閣期に始まっていた。大平内閣がアジェンダを設定 して鈴

木 ・中曽根内閣期に本格的に検討されるという推移は,行 政改革関連の他

の多 くの問題と共通 している。議員定数の削減は地方自治体の行政改革の

一環として,主 に歳出の削減という観点から主張された。定数削減につい

㈱ 定数の標準偏差 を計算す ると,規 模が大 き く定数が 多い 自治体 の区分 ほ ど標

準偏差の値が大 き くなって しまうので,自 治体規模 の影響 がない定数上 限比 に

よってば らつ きをみ ることに した。

⑳ 河村前掲論文,pp。400-403,加 藤幸雄 「地 方議 会の議員定 数の改正 案につい

て」『地方財務』1999年6月 号,pp.150-151。
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ての議論の特徴の一つとして,本 来は地方自治体に関わる問題であるにも

かかわらず中央政府の財政状況が悪化している時期に論議 されていること

が指摘できる。もう一つの特徴は,住 民を代表する機関である議会に対 し

て行政機関と同様の観点から合理化 ・スリム化を求めている点であり,現

在ではこうした考え方が政府審議会のみならず一般市民の間にも浸透 して

いることは各地での定数削減の直接請求などからみてとることができる。

議員数を減らすことによって合議体 としての議会の意思が明確になり,首

長に対抗 しうる機関へと発展するという考え方 もあるが⑳,こ うした観点

は現在の議論の中ではみうけられない。

一方で奈良 ・大阪の82市 町村を対象 とした定数の状況についての概観

と,定 数 と関連する各市町村の特徴の検討結果は,定 数削減についての議

論の主張とは適合 しにくいものであった。各市町村が設定 した議員定数が

どの程度法定上限に近い(ま たは法定上限よりも少ない)の かは,自 治体

の規模 と強い関連を持 っているが財政状況とはそれほど関連がない。財政

に関わる要因としては議会費比率と議員報酬が議員定数と相関があるが,

この2つ の要因は人口規模とも相関が高 く自治体規模か ら影響を受けてい

ると考えられる。つまり議員の削減状況と最も関係が深い要因は自治体の

人口規模ということになる。地方自治法が定める定数の上限は小規模な自

治体になるほど相対的に大きく設定されている。議員1人 当た り人口をみ

ると,人 口5万 の市では1,667人 であるのに対 して人口50万の市では8,929

人,人 口5千 人の町では278人 である。 このために小規模な自治体ほど議

員の数について過剰感があり,削 減が進行すると考えられる。

以上のように財政上の理由から議員削減が主張されるにもかかわらず,

⑳ 村松岐夫 ・伊藤光利 『地方議員の研究』 日本経 済新 聞社,1987年,pp.177-

181.
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削減状況と自治体の財政状況の間には弱い関係 しかない。議員の削減状況

に相関があった要因は自治体の財政力指数のみであ り,し かも相関は強 く

ない。公債依存度や財政の硬直化といった,財 政上は問題視され合理化に

つながるような要因は,定 数の削減には影響を与えていない。 このように

今回使用 したデータか らは,議 員定数削減の根拠 として主張されているこ

とと実際の削減状況の間にはズレが存在するように思われる。その原因は

一部前述 したように,① そもそもデータとして用いた全ての市町村の財政

状況が多かれ少なかれ悪い,② それぞれの市町村の財政には特定の時点を

みるだけではわからない時系列的な悪化傾向がある,③ 市町村関係者の主

観では財政状況は厳 しいという認識がある,と いったような場合が考えら

れる。

ただ しいずれにせよ,議 員定数の削減によって生 じる財政上の改善はわ

ずかでしかない。 自治体の一般会計歳出に占める議会費の比率は,市 で

1%弱,町 村で2%前 後である。議員を減 らせば義務的な支出である人件

費が多少は減少するといったメリットはあるものの,そ れは歳出の0.1%

か ら0.4%程 度を削減できるにすぎない。また削減が進んでいる自治体ほ

ど議員報酬も低い傾向があり,町 村議員の報酬は20代 の職員の給与 とほぼ

同程度である。その意味で財政を改善するための手段 としての効果は乏 し

いといえるが,そ れによって削減できる歳出額は一般的な住民の金銭感覚

からみれば相当のものであることも確かである。 このようなことからは,

議員定数の削減はそれが求められる目的である財政の改善には実質的な効

果がないが,住 民の視点からは相応の効果がある方策にみえるということ

ができる。 このために実際の効果は別 として自治体の改革を行 っていると

いう象徴的な行為 としての意味を強 く持 っているといえる。だが議員定数

をその費用 と便益から考えた場合に,議 員を削減 したことによる財政上の

効果は明確であっても,議 員によって代表される住民の意思という便益の

一92一



地方議会における議員定数の動向

部分が どの程度あるのかははっきりとした形で表せるわけではない。この

ために現在は議員活動の低調さと関連付けて議員を減らす財政上のメリッ

トだけが強調される傾向があるが,定 数削減の議論をする際には議員の代

表機能はどの程度の価値を持つのかについての評価を何らかの形で行うこ

とが必要なように思われる。
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